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〇〇協会認定講師 登録届（sample） 

 

   年   月   日 

 

認定校名                     №                       

氏 名                    

 

資 格 〇 〇 認 定 講 師 

〇〇受講年月日     年     月    日（   ） 

職 業  

店 舗 名  

ホームページ URL  

連 絡 先 

〒 

 

TEL 

メールアドレス     

 

※下記のご同意事項をご確認のうえ、ご同意いただけましたらご署名をお願いいたします。 

  年  月  日  ご署名                

 

ご同意事項 

 

私は、本登録に際し、貴会認定講師規則を確認しその内容のすべてに同意します。 

また、その他貴会の定める諸規約、規程その他規則等を遵守します。 

 

コメントの追加 [KM1]:  

以降の規則に同意の上、お申込いただきます。 
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〇〇協会 認定講師規則（sample） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000 年 00 月 00 日施行 
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第一章  総 則 

（認定制度） 

第１条 「〇〇〇〇協会」（以下「当協会」）は、当協会の保有する知識を、当協会が定める 

カリキュラム・基準（以下「当協会カリキュラム」）に基づき普及・教授し、また、資 

格等の検定・認定に関する事業を適正に実施するため、〇〇〇〇協会認定講師制度（以 

下「認定講師制度」）を設ける。 

２ 前項の認定を受けた個人を、当協会の定める「〇〇〇〇協会認定講師」（以下「認 

定講師」）と称し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当協会が認める 

その目的・効力の範囲内において、

 

（目的） 

第２条  この規則は、当協会が、設置・運営する認定講師制度について定めたものであ 

り、認定講師と当協会との間に適応される。 

２ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇当協会会員（以下「会員」）相互の親睦及び当協会の発展・普及に 

寄与するとともに、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

（名称等） 

  認定講師は、当協会が定める範囲内で　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認定証、ロゴマークその他

２ 認定講師がその資格を有しなくなった場合は、直ちに名称等の使用を中止し、 

使用していた広告・表示等から削除しなければならない。   

３  

４ 当協会は必要があると認めるときはいつでも、 

第二章  認 定 等 

（申請資格） 

第４条  認定講師の認定を受けようとする者（以下「申請者」）は、次の各号の申請資 

コメントの追加 [KM2]:

当会が定めるカリキュラムに基づき、実施され、 

好き勝手やることができないようになっています。 

コメントの追加 [KM3]:

認定講師自らが、勝手に効果や効力をうたってはいけません。 

コメントの追加 [KM4]:

認定講師の登録をおこなってもらう際に、この規則に同意いただ

くようにします。 

コメントの追加 [KM5]:

これが目的になります。 

コメントの追加 [KM6]:

勝手に当会が許容する範囲を超えて使ってはいけません。 

コメントの追加 [KM7]:

証書（ディプロマ含む）、ロゴなども同様です。 

コメントの追加 [KM8]:

どのように広告しているか、発信しているか、怪しい人がいたら報

告を求めることができます。 

コメントの追加 [KM9]:

認定講師になりたい人は、これら条件を満たし、かつ、維持しな

ければいけません。 
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格要件をすべて満たし、認定後も継続しなければならない。 

①当協会の会員であること 

②
③
④
⑤
⑥当協会の目的・理念に賛同し、認定を受けるに相応しい品位と社会的信用があ 

ること

（認定） 

第５条  申請者は、本規則のほか、当協会の定める条件、手続に従い、当協会代表宛に 

認定申請をし、認定を受ける。 

２ 

 

３ 〇〇〇〇〇〇〇〇納入日をもって、当該申請者の認定講師認定日とする。 

（認定内容の変更） 

第６条  認定講師は、認定の申請事項の内容に変更が生じる場合には、

  ２ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇変更が生じ 

た後１ヶ月以内に〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

（有効期間及び更新） 

第７条  認定講師の認定は、その有効期間を認定の日から１年間とする。 

２ 期間満了の１ヶ月前までに当協会又は認定講師から何らの申し出もない場合 

は、同一条件にて更に１年間その期間を更新するものとし、以後も同様とする。 

（認定講師の義務） 

第８条  認定講師は、本規則及び当協会の定める規程その他諸規則（以下「規則等」） 

を遵守する。 

２ 認定講師は、自己の責任において、規則等に基づき、当協会の定めるカリキュ 

ラムを誠実かつ適正に履行し、当協会の方針に則り運営しなければならない。 

３ 当協会は、当協会及び認定講師制度を適正に運営し、また当協会及び認定講師 

制度に対する社会的信用を維持するため、必要と認めるときはいつでも、認定講 

師に対し助言・指示をおこなう。 

４ 認定講師は、前項の助言に対しては真摯に受け止め、指示に対しては迅速かつ 

コメントの追加 [KM10]:

登録料を支払った日～認定講師として登録 

■登録に、登録料があると想定して入れました。 

コメントの追加 [KM11]:

■住所が変わったなど

コメントの追加 [KM12]:

コメントの追加 [KM13]:

決まりごと（書面にするかを問わない）を守っていただきます。 

コメントの追加 [KM14]:
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誠実に従い、対応しなければならない。 

５ 認定講師は、その運営を行うに際して、第三者の権利を害するおそれのある事 

由等の、当協会又は認定講師制度の運営の継続に支障をきたすおそれのある事由 

が生じた場合は、遅滞なく当協会に報告しなければならない。 

６ 認定講師は、他の会員あるいは顧客等からのクレームに対して、自己の責任に 

おいて迅速かつ誠実に対応し、また紛争が生じた場合は、自己の負担と責任にお 

いて適正に処理解決する。 

（禁止事項） 

第９条  認定講師は、次に該当する行為をしてはならない。なお、認定講師が本条項に 

反した行為を行った場合、当協会は、直ちに当該認定講師の認定を取り消し、損 

害の発生が発覚した場合、その損害の賠償を請求することができる。 

①当協会の財産（知的財産含む）、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれの 

ある行為 

②当協会の承諾を得ることなく、当協会から提供された、教材、書籍、ビデオそ 

の他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNS へのアップロ 

ード等を行う行為 

③当協会又は当協会関係者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つけるような行為 

④
 

⑤法令に違反し、又は違反するおそれのある行為 

⑥その他前各号に準ずる行為 

（認定の取消し） 

第１０条 認定講師が、その認定を取り消したい場合（更新を希望しない場合を含む）は、当会

所定の届出用紙に次の事項を記載の上、取り消しをする１ヶ月前までに当協会代表宛に

提出する。 

①氏名及び所在地 

②取り消し希望日 

③
２ 前項の場合のほか、認定講師が次の事項に該当する場合、当協会は、その権利 

を停止し、認定の取り消しをすることができる。 

①年会費、月会費、利用料金等の納入を滞納した場合。 

②
③偽りその他不正の手段により各種申請を行った場合。 

④当協会の運営を故意に妨害する等、その秩序を乱し、又は当協会の名誉、信用 

を著しく失墜させた場合。 

⑤

⑥

⑦

コメントの追加 [KM15]:

そのお願いには、すぐに誠実に対応しなければいけません。 

コメントの追加 [KM16]:

コメントの追加 [KM17]: 

認定を取り消すことができ、損害が生じたら損害の賠償を請求

できます。 

コメントの追加 [KM18]:

認定講師から途中で辞めたいと言い出した場合 

コメントの追加 [KM19]:

当協会が辞めさせるとき 
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第三章 損害賠償 

（損害賠償） 

第１１条 

第四章  秘密情報等 

（秘密情報等） 

第１２条 本規則の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報（以下「秘密情報等」）とす 

る。 

２ 秘密情報とは、認定講師が当協会から提供された情報及び本規則に関連する情報であ 

って、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密と 

されるべき情報をいう。但し、そのうち開示することとなった当 

協会が書面によって事前に承諾した情報については除外する。 

３ 個人情報とは、 

（秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止） 

第１３条 認定講師は、秘密情報等について、 

 

（知的財産権の取扱い） 

第１４条  

２ 

コメントの追加 [KM20]: 秘密情報＋個人情報

＝秘密情報等 

コメントの追加 [KM21]: 秘密情報の説明です。

当協会から認定講師に提供した秘密情報 

コメントの追加 [KM22]:

個人情報の説明です。  

当協会から認定講師に提供した個人情報 

コメントの追加 [KM23]:

秘密情報等 

認定講師のみが負う義務です 
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  ３ 当条項及び前条は、認定講師がその資格を喪失した後も効力を有する。 

（以下、後略）

 

コメントの追加 [KM24]:




